
令 和 ７ 年
３月25日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
財
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

優
良
宅
地
等
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

山
口
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
（
文
化
振
興
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
指
定
無
形
文
化
財
の
保
持
者
の
追
加
認
定
（
文
化
振
興
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

県
営
豊
田
豊
北
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
橋
本
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
四

県
営
新
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…

防
府
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催
（
都
市
計
画
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
都
市
計
画
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

港
湾
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
港
湾
課
）

六
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

直
接
請
求
に
必
要
な
有
権
者
の
数

六
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
公
告

契
約
の
締
結

七

…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
令
和
七
年
三
月
十
八
日
山
口
県
報
（
号
外
―
六
）
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
二
号

山
口
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
中
「29

災
害
派
遣
手
当

」
を
「23

在
宅
勤
務
手
当
29
災
害
派
遣
手
当

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
三
号

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

削
除

第
十
三
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

⚒

建
築
物
の
定
期
調
査
報
告
に
お
け
る
調
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
方
法
及
び
結

果
の
判
定
基
準
並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
八
十
二

号
）
第
二
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
同
告
示
第
一
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
法
第
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
の
項
目
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
（
以
下
「
調
査
項
目
等
」
と
い

う
。
）
に
付
加
す
る
調
査
項
目
等
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
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調

査

項

目

調

査

方

法

判

定

基

準

建
築
物

の
内
部

防
火
設
備

（
防
火
扉
、

防
火
シ
ャ
ッ

タ
ー
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
に

限
る
。
）

常
時
閉
鎖
し
た
状
態
に

あ
る
防
火
扉
（
各
階
の

主
要
な
も
の
に
限
る
。

以
下
「
常
閉
防
火
扉
」

と
い
う
。
）
の
閉
鎖
又

は
作
動
の
障
害
と
な
る

物
品
の
放
置
並
び
に
照

明
器
具
及
び
懸
垂
物
等

の
状
況

目
視
又
は
こ
れ
に
類
す
る

方
法
（
以
下
「
目
視
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
確
認

す
る
。

物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
等
に
よ
り
常
閉
防
火
扉
の

閉
鎖
又
は
作
動
に
支
障
が
あ

る
こ
と
。

常
閉
防
火
扉
の
取
付
け

の
状
況

目
視
等
又
は
触
診
に
よ
り

確
認
す
る
。

取
付
け
が
堅
固
で
な
い
こ

と
。

常
閉
防
火
扉
の
本
体
、

枠
及
び
金
物
の
劣
化
及

び
損
傷
の
状
況

目
視
等
に
よ
り
確
認
す

る
。

変
形
、
損
傷
又
は
著
し
い
腐

食
に
よ
り
遮
炎
性
能
又
は
遮

煙
性
能
に
支
障
が
あ
る
こ

と
。

常
閉
防
火
扉
の
固
定
の

状
況

目
視
等
に
よ
り
確
認
す

る
。

常
閉
防
火
扉
が
開
放
状
態
に

固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

人
の
通
行
の
用
に
供
す

る
部
分
に
設
け
る
常
閉

防
火
扉
の
作
動
の
状
況

扉
の
閉
鎖
時
間
を
ス
ト
ッ

プ
ウ
ォ
ッ
チ
等
に
よ
り
測

定
し
、
扉
の
質
量
に
よ
り

運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
確
認

す
る
と
と
も
に
、
必
要
に

応
じ
て
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル

ゲ
ー
ジ
等
に
よ
り
閉
鎖
力

を
測
定
す
る
。
た
だ
し
、

三
年
以
内
に
実
施
し
た
点

検
の
記
録
が
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
記
録
に

よ
り
確
認
す
る
こ
と
を
も

つ
て
足
り
る
。

防
火
区
画
に
用
い
る
防
火
設

備
等
の
構
造
方
法
を
定
め
る

件
（
昭
和
四
十
八
年
建
設
省

告
示
第
二
千
五
百
六
十
三

号
）
第
一
第
一
号
の
規
定
に

適
合
し
な
い
こ
と
。

居
室
の
換
気

換
気
設
備
の
作
動
の
状

況

各
階
の
主
要
な
換
気
設
備

の
作
動
を
確
認
す
る
。

換
気
設
備
が
作
動
し
な
い
こ

と
。

換
気
の
妨
げ
と
な
る
物

品
の
放
置
の
状
況

目
視
等
に
よ
り
確
認
す

る
。

換
気
の
妨
げ
と
な
る
物
品
が

放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

避
難
施
設
等

階段
特
別
避
難
階

段

階
段
室
又
は
付
室
の
排

煙
設
備
の
作
動
の
状
況

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備

の
作
動
を
確
認
す
る
。

排
煙
設
備
が
作
動
し
な
い
こ

と
。

排煙設備等
防
煙
壁

可
動
式
防
煙
壁
の
作
動

の
状
況

各
階
の
主
要
な
可
動
式
防

煙
壁
の
作
動
を
確
認
す

る
。

可
動
式
防
煙
壁
が
作
動
し
な

い
こ
と
。

排
煙
設
備

排
煙
設
備
の
作
動
の
状

況

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備

の
作
動
を
確
認
す
る
。

排
煙
設
備
が
作
動
し
な
い
こ

と
。

その他の設
非
常
用
エ
レ

ベ
ー
タ
ー

昇
降
路
又
は
乗
降
ロ

ビ
ー
（
政
令
第
百
二
十

九
条
の
十
三
の
三
第
三

項
に
規
定
す
る
乗
降
ロ

ビ
ー
を
い
う
。
）
の
排

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備

の
作
動
を
確
認
す
る
。

排
煙
設
備
が
作
動
し
な
い
こ

と
。

備等

煙
設
備
の
作
動
の
状
況

非
常
用
の
照

明
装
置

非
常
用
の
照
明
装
置
の

作
動
の
状
況

各
階
の
主
要
な
非
常
用
の

照
明
装
置
の
作
動
を
確
認

す
る
。

非
常
用
の
照
明
装
置
が
作
動

し
な
い
こ
と
。

照
明
の
妨
げ
と
な
る
物

品
の
放
置
の
状
況

目
視
等
に
よ
り
確
認
す

る
。

照
明
の
妨
げ
と
な
る
物
品
が

放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
十
四
条
中
「
（
随
時
閉
鎖
又
は
作
動
を
で
き
る
も
の
（
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
」
を
「
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

常
時
閉
鎖
又
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
設
備
（
防
火
扉
の
う
ち
、
各
階
の
主
要
な
も
の
に

限
る
。
）

二

随
時
閉
鎖
又
は
作
動
を
で
き
る
防
火
設
備
（
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
除
く
。
）

第
三
十
一
条
の
表
中
「
第
十
条
の
四
の
五
第
一
項
」
を
「
第
十
条
の
四
の
十
第
一
項
」
に
、
「
第
十

条
の
四
の
八
第
一
項
」
を
「
第
十
条
の
四
の
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
⚓
号
様
式
か
ら
第
⚖
号
様
式
ま
で
削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
、
第
三
十
一

条
の
改
正
規
定
及
び
別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
四
号

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
二
号
中
「
、
生
年
月
日
及
び
性
別
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電

磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
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に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑
又
は
禁
錮

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「第

⚕
条
第
⚑
項

」
を
「第

⚕
条

」
に
、

「変
更

事
項

１
氏
名

２
生
年
月
日

３
性
別

を
」

変
更
の
内
容

変
更
前

変
更
後

「変
更
前
の
氏
名

に
改

」

変
更
後
の
氏
名

め
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定

公
布

の
日

二

別
記
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定

令
和
七
年
六
月
一
日

優
良
宅
地
等
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
五
号

優
良
宅
地
等
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

優
良
宅
地
等
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
山
口
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
又
は
第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項
第
五
号

イ
」
を
「
又
は
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
又
は
第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項
第
五
号
イ
」
を

「
又
は
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
土
地
区
画
整
理
法
第
百
三
条
第

四
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
六
号
又
は
第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項
第
六
号
」

を
「
又
は
第
六
十
三
条
第
三
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
同
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同

法
第
六
条
の
二
第
一
項
」
を
、
「
第
七
条
第
五
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
七
条
の
二
第
五
項
」
を
加

え
る
。

「第
28条
の
⚔
第
⚓
項
第
⚕
号
イ

第
31条
の
⚒
第
⚒
項
第
14号
ハ

別
記
第
一
号
様
式
の
⟹表
中

第
62条
の
３
第
４
項
第
14号
ハ
の

を

第
63条
第
⚓
項
第
⚕
号
イ

第
68条
の
69第
⚓
項
第
⚕
号
イ

」

「第
28条
の
⚔
第
⚓
項
第
⚕
号
イ

第
31条
の
⚒
第
⚒
項
第
14号
ハ

第
62条
の
⚓
第
⚔
項
第
14号
ハ
の

に
改
め
る
。

第
63条
第
⚓
項
第
⚕
号
イ

」

別
記
第
二
号
様
式
中

「宅
地
の

造
成
区

域
内
の

土
地
の

現
況

地
域

地
区
等

区
域

区
分

用
途
地
域
の
種
類

そ
の
他
の
地
域
地
区

の
種
類

を
」

市
街
化
区
域
・
市
街
化
調

整
区
域
・
そ
の
他
の
区
域

宅
地
造
成
工
事

規
制
区
域

災
害
危
険
区
域
地
す
べ
り
防
止

区
域

急
傾
斜
地
崩
壊

危
険
区
域

土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域

区
域
内
・

区
域
外

区
域
内
・

区
域
外

区
域
内
・

区
域
外

区
域
内
・

区
域
外

区
域
内
・

区
域
外

地
目
別

概
要

区
分
宅
地

農
地

山
林
公
共
施
設

の
用
地
そ
の
他

計

面
積

㎡
㎡

㎡
㎡

㎡
㎡

比
率

％
％

％
％

％
100％

「宅
地
の

造
成
区

域
内
の

土
地
の

現
況

地
域

地
区
等

区
域

区
分

用
途
地
域
の
種
類

そ
の
他
の
地
域
地
区

の
種
類

に
改
め

」

市
街
化
区
域
・
市
街
化
調

整
区
域
・
そ
の
他
の
区
域

宅
地
造
成
等

工
事
規
制
区

域
特
定
盛
土
等

規
制
区
域

災
害
危
険
区

域
地
す
べ
り
防

止
区
域

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域

区
域
内
・

区
域
外

区
域
内
・

区
域
外

区
域
内
・

区
域
外

区
域
内
・

区
域
外

区
域
内
・

区
域
外

区
域
内
・

区
域
外

地
目
別

概
要

区
分
宅
地

農
地

山
林
公
共
施
設

の
用
地
そ
の
他

計

面
積

㎡
㎡

㎡
㎡

㎡
㎡

比
率

％
％

％
％

％
100％

る
。
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「第
28条
の
⚔
第
⚓
項
第
⚖
号

第
31条
の
⚒
第
⚒
項
第
15号
ニ

別
記
第
七
号
様
式
の
⟹表
中

第
62条
の
３
第
４
項
第
15号
ニ
の

を

第
63条
第
⚓
項
第
⚖
号

第
68条
の
69第
⚓
項
第
⚖
号

」

「第
28条
の
⚔
第
⚓
項
第
⚖
号

第
31条
の
⚒
第
⚒
項
第
15号
ニ

第
62条
の
⚓
第
⚔
項
第
15号
ニ
の

に
改
め
、
同
様
式
の
⟹裏
中
「は

り
付
け

」
を
「貼

付
け

」
に
改

第
63条
第
⚓
項
第
⚖
号

」

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
百
四
号

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
有
形
文
化
財
を
山
口
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

員

数

所

在

の

場

所

所

有

者

絹
本
着
色
嘯
岳
鼎
虎
像

慶
長
二
歳
の
自
賛
が
あ
る

一

幅

山
口
市
亀
山
町
三
番
一
号

山
口
県
立
美
術
館

宗
教
法
人
洞
春

寺

志
多
里
八
幡
宮
棟
札
類

付

納
箱

三

枚

一

函か
ん

山
口
市
大
内
御
堀
三
四
八
六

宗
教
法
人
志
多

里
八
幡
宮

山
口
県
告
示
第
百
五
号

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
）
第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
者
を
山
口
県
指
定
無
形
文
化
財
鷺
流
狂
言
の
保
持
者
と
し
て
追
加
認
定
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

氏

名

雅

号

生

年

月

日

住

所

米
本

太
郎

―

昭
和
五
十
七
年
二
月
二
十
二
日

山
口
市
下
小
ḉ
五
五
四
五
番
地

公

告

（
六
三
）
県
営
豊
田
豊
北
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
橋
本
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
豊
田
豊
北
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
橋
本
換
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た

の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
豊
田
豊
北
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
橋
本
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
六
四
）
県
営
新
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

新
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
新
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間
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令
和
七
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
六
五
）
防
府
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
府
都
市
計

画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
催
の
日
時

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日
（
水
曜
日
）
午
後
二
時

二

開
催
の
場
所

防
府
市
八
王
子
二
丁
目
八
番
九
号

防
府
市
創
業
・
交
流
セ
ン
タ
ー

三

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案

変
更
す
る
防
府
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
五
富
海
大
道
線

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
の
手
続

㈠

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
和
七
年
四
月
十
六
日
（
水
曜
日
）
ま

で
に
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
公
述
申

出
書
」
と
い
う
。
）
を
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
山
口
県
土
木

建
築
部
都
市
計
画
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
令
和
七
年
四
月
十
六
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

㈡

公
述
申
出
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
、
同
種
の
意
見
を
有
す
る
者
が
多
数
あ
る
場
合
に
は
、
公

聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

㈢

公
聴
会
の
運
営
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
意
見
を
述
べ
る
時
間
を
制
限

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

㈣

㈡
及
び
㈢
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
公
述
申
出
書
を
提
出
し
た

者
又
は
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
通
知
し
ま
す
。

五

そ
の
他

㈠

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
七
三
三
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。

㈡

関
係
図
書
は
、
次
の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

防
府
市
寿
町
七
番
一
号

防
府
土
木
建
築
事
務
所

防
府
市
寿
町
七
番
一
号

防
府
市
土
木
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
五
の
㈡
の
関
係
図
書
の
縦
覧
場
所
に
お
い
て

縦
覧
に
供
し
ま
す
。
）

（
六
六
）
公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
条
例
第
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
園
施
設
の
名
称
及
び
位
置

都
市
公
園
の
名
称

公

園

施

設

の

名

称

公
園
施
設
の
位
置

山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園

多
目
的
ド
ー
ム
、
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー

場
、
ス
ポ
ー
ツ
広
場
、
多
目
的
広
場
、
ビ
ー

チ
バ
レ
ー
場
、
水
泳
プ
ー
ル
及
び
そ
の
他
の

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十

九
号
）
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
公
園

施
設

山

口

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

き
ら
ら
未
来
創
発
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

代
表
者

美
津
濃
株
式
会
社

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
阪
市
住
之
江
区
南
港
北
一
丁
目
一
二
番
三
五
号

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
使
用
日
又
は
使
用
時
間
を
変
更
す
る
こ

と
。

㈡

条
例
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

四
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㈤

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

㈥

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を

取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈦

公
園
施
設
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
（
知
事
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
。

㈧

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
六
七
）
港
湾
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま

し
た
。令

和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
港
湾
施
設
の
名
称
及
び
場
所

港

湾

の

名

称

港

湾

施

設

の

名

称

港
湾
施
設
の
場
所

徳

山

下

松

港

洲
鼻
防
波
堤
Ａ
、
洲
鼻
防
波
堤
Ｂ
、
洲
鼻
防

波
堤
Ｃ
、
洲
鼻
小
船
護
岸
Ａ
、
洲
鼻
小
船
護

岸
Ｂ
、
洲
鼻
浮
桟
橋
、
洲
鼻
物
揚
場
、
洲
鼻

船
揚
場
、
洲
鼻
道
路
Ａ
、
洲
鼻
道
路
Ｂ
及
び

洲
鼻
野
積
場

下

松

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下
松
市

下
松
市
大
手
町
三
丁
目
三
番
三
号

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
（
知
事
が
定
め
る
港
湾
施
設
（
以
下
「
指
定
港
湾
施

設
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
㈣
及
び
㈤
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
理
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

と
。

㈤

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消

し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

直
接
請
求
の
種
類

根

拠

規

定

必

要

な

有

権

者

の

数

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
四

条
第
一
項

二
一
、
九
四
九

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
五

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七
十
六

条
第
一
項

二
三
七
、
一
七
九

県
議
会
の
議
員
の
解
職
地
方
自
治
法
第
八
十
条

下
関
市
選
挙
区

六
八
、
八
九
三

宇
部
市
選
挙
区

四
四
、
一
三
五

山
口
市
選
挙
区

五
一
、
九
二
二

萩
市
・
阿
武
町
選
挙
区

一
三
、
一
八
八

防
府
市
選
挙
区

三
一
、
四
〇
六

下
松
市
選
挙
区

一
五
、
五
二
一

岩
国
市
・
和
木
町
選
挙
区

三
六
、
七
五
〇

光
市
選
挙
区

一
三
、
七
二
七

六
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の
請
求

第
一
項

長
門
市
選
挙
区

八
、
八
〇
三

柳
井
市
選
挙
区

八
、
四
六
〇

美
祢
市
選
挙
区

六
、
二
三
〇

周
南
市
選
挙
区

三
八
、
一
三
九

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

一
六
、
六
三
五

周
防
大
島
町
選
挙
区

四
、
一
〇
〇

上
関
町
・
田
布
施
町
・
平
生
町
選
挙
区

七
、
九
〇
六

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
一

条
第
一
項

二
三
七
、
一
七
九

副
知
事
、
県
の
選
挙
管

理
委
員
若
し
く
は
監
査

委
員
又
は
公
安
委
員
会

の
委
員
の
解
職
の
請
求
地
方
自
治
法
第
八
十
六

条
第
一
項

県
の
教
育
委
員
会
の
教

育
長
又
は
委
員
の
解
職

の
請
求

地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
一
項

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

運
転
免
許
申
請
受
付
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

富
士
フ
イ
ル
ム
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
三
丁
目
六
番

三
〇
号

六

契
約
金
額

六
千
五
百
九
十
二
万
三
千
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

雑

報

正

誤

令
和
七
年
三
月
十
八
日
山
口
県
報
（
号
外
―
六
）

ペ
ー
ジ

段

誤

正

一

上

山
口
県
議
会
規
程
第
一●

号

山
口
県
議
会
規
程
第
四䀝

号

二

下

山
口
県
議
会
規
程
第
二●

号

山
口
県
議
会
規
程
第
五䀝

号

四

上

山
口
県
議
会
規
程
第
三●

号

山
口
県
議
会
規
程
第
六䀝

号 六
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令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


